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１．地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供の推進 

 

（１）高齢者、障害者、児童等に係る福祉サービスの総合的な提供の意義 

厚生労働省は、福祉ニーズの多様化・複雑化、人口減少といった、福祉分野を取り巻く

課題に対応するため、局長級のプロジェクトチームにおいて、平成 27 年９月に「新たな

時代に対応した福祉の提供ビジョン」（以下「新たな福祉ビジョン」という。）を取りまと

めた。 

新たな福祉ビジョンは、高齢者、障害者、児童等の対象者にかかわらず、包括的・総合

的に支援する仕組みを構築するという今後の福祉の方向性を示したものである。福祉サー

ビスの提供に当たっては、地域の支援ニーズの現状・将来的変動、人口の状況、まちづく

りの方針等を踏まえ、それぞれの地域がその実情に合った体制を整えることが重要である。 

このため、厚生労働省では、専門性に則って高齢者介護、障害者福祉、子育て支援等の

支援を行う方法の他に、複数分野の支援を総合的に提供する仕組みを推進していくことと

している。その基本的な理念は、高齢者、障害者、児童等が集い、誰もが分け隔てなく支

え合い、その人のニーズに応じた支援が受けられるという共生型社会の構築である。 

また、こうした取組を地域づくりの拠点としても機能させていくことが重要である。各

地において、既存の補助金や高齢者、障害者、児童等の各対象者別の福祉制度に基づく福

祉サービスを活用することで、高齢者、障害者等を分け隔てなく受け入れ、制度に基づく

専門サービスを提供するものから、地域福祉の拠点となり居場所機能を担うものまで、

様々なかたちで実施されており、こうした共生型の多世代交流・多機能型の福祉拠点によ

る地域づくりの取組が地域の実情に応じて更に拡がることが期待される。 

 

（２）本ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、新たな福祉ビジョンを受け、高齢者介護、障害者福祉、子育て支援

等の複数分野の支援を総合的に提供する場合の各福祉制度の人員配置基準、設備基準等に

係る現行制度の規制等について、現行制度において運用上対応可能な事項を整理すること

で、総合的なサービスの提供の阻害要因を解消し、全国で更に取組を推進することを目的

としている。自治体においては、本ガイドラインの趣旨を理解し、各制度の人員配置基準、

設備基準の適切な運用を行うことで、高齢者、障害者、児童等に係る福祉サービスの総合

的な提供を推進することが重要である。また、事業者においても、本ガイドラインを参考

に、高齢者、障害者、児童等に係る福祉サービスの総合的な提供を積極的に実施すること

が期待される。 

現行制度において運用上対応可能な事項の整理にあたっては、各地において実施されて

いる多世代交流・多機能型の福祉拠点の取組が、現在、通いや居場所の提供を中心に、泊

まりなども含めた形態で行われていることを踏まえ、高齢者、障害者、児童等に対して、

通所による居場所の提供や泊まりによる支援を行うことを内容とする福祉サービスにつ
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２．高齢者、障害者、児童等に対して複数の福祉サービスを総合的に提供する

上で、人員・設備の兼務・共用等が運用上対応可能な事項について 

  

（１）概説 

人員の兼務、設備の共用については、省令等による基準上、例えば、 

・「第１項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該事業所の職務に

従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者で

なければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」（「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 （平成 18年厚生労働省令第 171号）」

第 78条第５項） 

・「第１項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りで

ない。」（「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚

生省令第 37号）」第 95条第３項」 

といった規定が設けられており、現在でも利用者の処遇上問題がない範囲で、一定程度許

容されている。 

しかしながら、高齢者、障害者、児童等の各対象者別の福祉制度を組み合わせてサービ

スを提供する場合、兼務、共用の取扱いが明確になっていない人員、設備があるため、自

治体の運用に委ねられている事項が存在している。 

以下の（２）～（４）では、兼務、共用の取扱いが明確になっていない人員、設備の取

扱いを明確にするため、１（２）の「福祉サービスを総合的に提供する際に利用が想定さ

れるサービス」に挙げた福祉サービスを組み合わせて提供した場合に人員の兼務、設備の

共用が運用上対応可能な事項を整理した。 

また、（５）では、高齢者、障害者、児童等に対して複数の福祉サービスを総合的に提

供する上で、障害者を受け入れるに当たり、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所

支援（以下「基準該当障害福祉サービス等」という）の活用が可能であることを明確化し

た。 

そして、（６）では、（２）～（５）を踏まえ、高齢者、障害者、児童等の各制度を組み

合せて福祉サービスを総合的に提供する際の、人員の兼務、設備の共用ができる事項につ

いて、高齢者、障害者、児童等に対する福祉サービスを組み合わせて実施する場合の例を

用いて示した。 
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障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること 

・放課後等デイサービス事業所その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること 

 
  














